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平成２８年（２０１６年）８月３０日 

総 務 委 員 会 資 料 

経 営 室 経 営 担 当 

 

 

「中野区の教育委員候補者に係る人材推薦登録の仕組み」の実施について 

 

 

区は、教育委員の選任にあたり区長が幅広い人材の中から教育課題に的確に対応でき

る人材を発掘することを目的に、「中野区の教育委員候補者に係る人材推薦登録の仕組

み（以下「人材推薦登録の仕組み」という。）」を設けている。 

人材推薦登録の仕組みは、自ら教育委員を目指す者（以下「自薦」という。）と区民が

教育委員にふさわしいと思う者（以下「他薦」という。）を区が登録する人材推薦、及び

教育に関する決められたテーマについて自らの意見を発表し教育に対する課題認識やそ

の解決策などを明らかにする意見発表により構成している。 

この人材推薦登録の仕組みは、「中野区の教育委員候補者に係る人材推薦登録の仕組

みに関する要綱（以下「要綱」という。）」第３条の規定に基づき、４年ごとに実施して

いる。 

本年は前回の実施（平成２４年）から４年後にあたるため、以下のとおり人材推薦登

録の仕組みを実施することとする。 

 

１．教育委員候補者の人材登録 

（１）人材推薦の募集 

自薦や他薦の人材推薦を募集する。募集期間は１０月１７日（月）から１１月７日

（月）までの２２日間とし、区報やホームページをはじめ、ポスター、チラシ等で周

知を行い人材を幅広く発掘する。 

 

（２）資格要件 

人材推薦登録を受けることができる者は、人材推薦登録の仕組みを実施する年ごとに

中野区長が定める基準日において、次に掲げる要件に該当する者である。（要綱第４条

第１項） 

ア 区長の被選挙権を有すること。 

イ 破産者にあっては復権を得ていること。 

ウ 禁錮以上の刑に処せられた者でないこと。 

 

（３）基準日 

要綱第４条第１項に基づく基準日を１０月１６日（日）とする。 
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（４）登録 

  資格要件を満たし、自薦又は他薦で登録を希望する者を人材推薦登録する。 

 

（５）登録の有効期限 

登録の有効期限は、「次回の実施前まで」（次回の実施は平成３２年予定）とする。 

 

２．意見発表会 

人材推薦登録者が教育に関する決められたテーマについて、課題認識や解決のため

の取り組みなど自らの意見を発表するとともに区長と質疑を行う意見発表会を実施す

る。 

意見発表会は１２月１７日（土）・１８日（日）の２日間で実施する。なお、人材登

録の受付状況によっては１２月１７日（土）のみの実施とする。 

 

３．公表等 

  １２月には登録者のプロフィールや取り組もうとする課題を、２月には意見発表会

の概要を冊子に取りまとめ、各々、区民の閲覧に供するとともに、ホームページなど

で紹介する。 

 

４．今後のスケジュール（予定） 

  平成２８年１０月１７日（月）～１１月７日（月） 推薦募集（受付期間２２日間） 

       １１月下旬     議会報告（応募結果、意見発表会の開催について） 

       １２月１７日（土）～１８日（日） 意見発表会 

平成２８年 ２月       人材推薦登録者冊子（意見発表会概要等）公表 


